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４炭鉱閉山と地域経済・自治体財政１０１

いたのである②。その意味で，「高島は三

菱の発祥の地」となった。以後，１００年以

上にわたって，高島はわが国有数の炭鉱と

して日本資本主義の発展を支え，かつ「－

島一都市一企業」というユニークな形態を

とって高度に産業化されてきた。こうした

高島の歴史的，地理的特徴は，独占体と都

市との関係に特異な性質を帯びささずには

いなかったのである。一見迂遠のようでは

あるが，高島におけるこの独占体と都市と

の歴史的，地理的特異'性について概観して

おきたい。それは，今なお高島の特異な状

況を規定する底流となっているからである。

三菱石炭鉱業は，高島における地域独占

資本である。「地域独占」とは，公権力体

によってその地域に集積されている社会資

本や公共サービス，またその管理下にある

土地・水などの地域資源や税財政を，特定

の独占体が利用独占する政治経済現象を指

す。社会資本や地域資源の占有，社会的損

失の住民と自治体への負担転嫁，また税金

や受益者負担の減免などによって独占体が

取得する利益は「地域独占利潤」となる⑳。

戦後の地域開発の特徴は，府県や市町村

が，港湾や工業用地・用水，道路，住宅な

どの社会資本を整備し，税財政上の優遇措

置を与え，公害・都市問題などの社会的損

失の尻ぬぐいをすることによって，地域開

発を｛足進してきたことである。これに対し

て，高島の場合は，都市があって後から企

業が進出するのではなく，いわば炭鉱の中

から都市が生まれたともいえる関係にある。

それ故独占体は，はじめから土地・水など

の資源や港湾，海上交通などの産業基盤を

私的に独占し，住宅など生活基盤の多くも

占有してきた。住民のための公共施設や資

源は，三菱資本の炭鉱のわけ前をもらうこ

1986年11月，高島鉱は炭鉱労働者とｲ主民

による炭鉱;売行の願いと運動もむなしく，

lo5年にわたる炭鉱の歴史をとじた。それ

は高島の炭鉱（ヤマ）と共にあった都市

（マチ）の経済社会に，したがってまた自

治体の財政に，大きなインパクトを与えざ

るをえない。本章では，炭鉱企業の地域独

占・地域支配との係わりで地域経｝斉と閉山

によるその破綻の実相を明らかにし，次い

で，閉山への過程における炭鉱企業と自治

体財政との関係を究明しよう。

４．１炭鉱企業と地域独占の歴史

高島町は長崎市から南西海上約14.5kｍ

（定期船で55分）に位置し，高島・端島・

中の島・飛島の４島からなる（前掲，図１

－４参照）。しかし端島鉱閉山後は，有人

島は高島（面積1.385Ｋ㎡）のみである。１６

９５年の石炭発見後この小島を有名にしたの

は，１８６８（慶応４）年，イギリス商人トー

マス・グラバーが鍋島藩と合弁で日本最初

の洋式｡采炭による炭鉱開発にのりだしたか

らである。高島炭鉱は1878（明治７）年に

官営となった後，すぐ後藤象二郎の蓬莱社

に払い下げられ，１８８１（明治14）年には三

菱杜の岩崎弥太郎に譲渡された⑩。

当時，高島炭鉱は，三菱の主業である海

運業に燃料を供給するとともに，日本最大

の炭鉱として海運に匹敵する高収益をあげ，

またその後の炭鉱・鉱山経営の足掛りとな

って三菱生成期における高蓄積の基礎を築
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決は牽強付会」わと言ってよい。だが一

層注目すべきは，これ以後，巨大炭鉱の鉱

業権は土地所有権に優越するものときれ，

礦害負担さえ免除されうることになったこ

とである。結局この事件は，三菱資本の圧

力も加わって，島民UFMの位寝入りに終った。

それだけではなく，会社側は，「是ヨリ先

高島島民吾社ノ炭坑縁行二異議ヲ唱へ濫二

訴ヲ提起シテ我二迫ル（中略）非ヲ謝シ反

テ憐ヲ請う」として，慈恵的に１万円を島

民に寄贈し，「以テ同島炭坑業廃絶後二於

ケル将来ノ疲鰭i二傭へシム」ｓｏとして，

以後のｲ主民運動の芽を摘みとってしまった

のである。高島の人口は，この事件の約1ｏ

年後，１８９８（明治31）年に3,024人，第１

次国勢調査の実施された1920（大正９）年

には8,907人へと膨張した。それは炭鉱

（ヤマ）の拡張によって行われた。かくし

て，村はあたかも炭鉱（ヤマ）に呑みこま

れてしまったのである。

こうして，石炭資源以外の土地・水など

の諸資源についても収奪と独占的支配が確

立し，農漁業の産業基盤は失われ，礦害や

環境破壊などの社会的損失が生じた。だが，

それだけではない。戦前期までは，主要な

公共施設や公共サービスも，鉱業所によっ

て，ほぼ完全に私的に占有きれていた。た

とえば本土と島との交通は現在でも海上輸

送が唯一の手段であるが，炭鉱社は石炭や

事業資材の輸送は言うまでもなく，水や生

活物資の補給，従業員・家族・島民らの長

崎市との住来のために，創業以来自家用船

舶を保有していた。第２次大j戦後までは，

長崎～高島～端島間を毎日３往復する定期

旅客船‘夕顔九を含めて，１０隻の船舶が保

有されていたのであるg)。病院もまた炭鉱

直属であった。炭鉱病院は，多数の死者を

とからはじまり，礦害など社会的損失の発

生は放任されてきた。たとえば，生活用水

は，明治以来，炭鉱社の水船か蒸留水によ

って供給される余剰水をもらい，こうした

状態は，１９５７（昭和32）年の海底水道の完

成まで続いたのである①。

しかし，注意しておかなければならない

のは，高島炭鉱の原始的蓄積期には，土地

・水などのｲ主民からの資源収奪や，礦害な

ど社会的損失の排除をめぐって，島民と企

業との間に大きな確執が生じたことである。

炭鉱が三菱の手に移った翌1882（明治15）

年以降，高島村人民総代は，炭坑附属地以

外の全島が採掘きれ，そのため民戸約200

戸，村民約900名が困難に陥っているので，

坑業を差止めるか，村民生活の方法を協議

するかについて，県知事にあて数回にわた

って請願している国。だが，事態は解決さ

れぬどころかむしろ悪化した。高島村民に

とっては，三菱による炭鉱の大規i莫化，坑

区外への進出に伴って，「住居ノ土地ハ次

第二崩壊シ家屋ハイ頃斜シ生命財産二危険ヲ

生セシノミナラス水源個渇シ飲水ヲ遠ク数

里ノ外二求メサルヲ得ス且漁業ノ如キモ海

沖数里ヲ出ツルニアラサレハ之ヲ営ム能ハ

サルニ至」った。かくして，島民は炭鉱社

を相手どって，石炭採掘差止及び損害調査

請求の訴訟をおこしたのである。しかし，

1888（明１台21）年，裁判所は，被告三菱は

官庁の許可をうけて坑業を行っているので

あるから，坑業差止は企業にではなくそれ

を許可した主務官庁に請求すべきであり，

また原告住民に損害があったかどうかが不

明であるのに，被告に損害調査請求をする

のは不当であるとして，住民jlllの訴えを全

て門前払いにしてしまったの。

当時の日本坑法にてらしても，「この判
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出した1885（明治18）年夏のコレラ大発生

と，翌1886（明治19）年の天然痘蔓延によ

る「避病院」（隔離病棟）を契機に設立さ

れたｴ｡､。それは後には，内科．外科．歯

科を主体に島内唯一の医療機関として機能

してきたのである。また住宅も，炭鉱労働

者については，炭鉱住宅や寄宿舎への入居

が労務と生活の両面からの管理上，むしろ

次第に強制されるようになったユ、。家族

持住宅の建設や納屋の改築は，１９０７（明治

30）年以降の「納屋制度」の廃止による坑

夫の直轄制への移行を契機に進んだが，そ

れらは地域における労務管理手段の一環で

あって，こうした早い時点での「経験は，

以後，三菱の労務管理に大きな教訓となっ

た」エコ，と社史自らが高く評価してい

る如くである。さらに，これと軌を－にし

て，福利施設，体育施設，購買会店舗など

も炭鉱資本によって整備されてきた。

反面，高島村の独自の公共施設や公共サ

ービスの整備は，村財政の窮乏のなかで困

難が続いた。その代表例は学J佼である。小

学校は1882（明治15）年，村民の寄付金に

より専用校舎を建築したが，炭鉱人員の急

増によりその子弟のための校舎が手狭とな

り，１８９９（明治32）年には三軒町に校舎が

新築された。この建設費3,000円のうち半

分の1,500円は三菱が寄付し，566円余りが

村民の寄付金でまかなわれた。同時に，三

菱からは社員玉突場であった建物１棟が寄

付されている。しかし，その後さらに炭鉱

人員が増加して教室不足が生じ，また義務

教育年限の延期もあって，１９０８（明治41）

～1914（大正３）年には，校舎狭臓のため

に二部授業を余儀なくされた。そのため，

1917（大正６）年には，杭ヨミ住宅地に，校

舎・敷地とも三菱による寄付で二子分教場

を開設，さらに1938（昭和13）年には，三

菱からの寄付金10万円をもって百万崎に新

校舎を建設している…。

こうした戦前における学校建設の困難と

三菱資本の寄付金を中心とする整備の実態

はなにを意味しているのであろうか。それ

は，第１に，曰本資本主義の発展動向に強

く規定された炭鉱業の隆替と炭鉱企業の資

本蓄積運動によって，炭鉱人員とその学童

数が急速に増減をくり返したからである。

第２に，三菱資本による土地独占が進み，

そのため狭い島の中で比較的広い平地を必

要とする学校建設には，炭鉱企業による土

地提供が不可欠となっていたからである。

第３に，村の税収のうち営業収益税や所得

税は減免されてその付カロ税が村に入らず，

鉱山税は炭鉱の好・不況による変動と税務

会計上の操作で低く抑えられていたからで

ある。このため`慢性的な村財政の困難が続

いた。三菱からの寄付金は，労務対策費で

あるとともに，地元対策費としての意味を

強くもっていたのである。こうして炭鉱企

業が地域独占を完成させる一方，村自体の

施策は進まず，それらが相まって戦前の都

市問題を拡大させた。同時に，こうした企

業による地域独占は，公共施設の整備の遅

れとともに，戦後においても，高島の地域

問題の背景をなしてきたのである。

4．２炭鉱企業と戦後の地域独占の特質

炭鉱による資源と社会資本に対する地域

独占や地域経済への支配力は，戦後におい

ても巨大である。しかし，戦前には炭鉱が

主体となって地域独占を完成きせてきたの

に対して，戦後は，高島町との「協力体制」

のもとに，むしろ町財政への依存を深めな
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がら地域資源や社会資本の利用独占を保持

し，自治体と地域への支配を強めてきた点

に，戦前とは異なる大きな特徴がある。

第１は，土地の利用独占である。そもそ

も，高島の総面積の60％は炭鉱企業の所有

であり，個人所有はわずか15％にすぎない

（図４－１）。高島はかつて高島と二子島

という２つの小島で，渡舟で連絡していた

ものが，１９２５（大正14）年に築堤と埋立に

よって陸続きとなったものである。高島だ

けではなく端島も含めて，海岸の埋立は，

戦前まではすべて企業によって実施され，

社有地ときれた。これに対して，戦後の埋

立は主に町が主体となって実施し，できた

用地は道路，公園，グラウンド，幼稚園，

公'営住宅など，主として生活基盤の公共施

設の建設用地に利用されている。高島では

もともと社有地の割合がとび抜けて高い上

に，海底炭鉱のため島の陸上部の産業用地

は比較的小さくて済む。その結果，用地の

拡大は，戦後には産業用よりもむしろ，労

働力再生産ｉのための共同消費手段の整備に

力点が置かれたのである。用地の造成は町

が実施主体となったため，町有地の割合は

25％とかなり高い。しかし，後述のように，

高島町の少なくとも７～８割が炭鉱関係人

口であり，かつ戦後の生活基盤の整備が炭

鉱企業から自治体へと依存を高めてきたこ

とをi斜酌すれば，町有地の多くもまた，直

接・間接に炭鉱企業によって利用独占され

てきたと言っても過言ではないであろう。

その一方，町役場さえ砿業所からの借地に

建っていることに象徴されるように，企業

による土地独占は，町の都市計画の大きな

ネックとなると共に，依然，地域支配の絶

対的な重石となっているのである。

第２は，水の利用独占である。水問題は，

小離島である高島にとっては戦前からの大

問題であって，給水は前述のように，主と

して会社所有の水船に依存していた。しか

し，戦後における石炭増産と島人口の増加

は，水船による給水方式の供給｡量の限界と

コスト増を生み，何らかの抜本的打開策を

迫るに至ったユ①。そこで打ちだされたの

が，炭鉱企業ではなく，高島町を建設運

営の主体とする上水道計画である。計画は

高島と端島を合わせて，1965年に，給水人

口２万５千人，年間配水量1,825千トンを

目標としていた。そのため対岸の三和町か

ら取水し，高島と端島に海底管で送水する

という当時としては画期的新方式を，１９５７

年に事業費３億1,000万円の巨額を工面し

て町は完成させたのである（表４－１）。

しかし，その後も炭鉱の拡張と人口増加が

持続するもとで，１０年余りの間に４次にわ

たる水道拡張事業が実施され，1968年には

貯水能力１０万トンを擁する為石貯水池を完

成させた。1970年代末までに水道に投資さ

れた事業費は主なものだけでも累計12億s，

000万円，７９年度の町歳出額14億円の約９

割に相当する。

水道使用量のうち高島炭鉱関係分は，８０

年代前半には毎年ほぼ９０％にも達していた。

この中には，水道料徴収の技術的理由から

直轄鉱員の生活用水まで含まれているので，

鉱業用水の消費量を純粋に区分することは

できない。しかし，上水道の完成までは水

は全て炭鉱企業によって供給されていたの

に対して，以後は供給主体が町に移された。

なぜか。企業は，水の利用独占は続けなが

ら，その一方用水の需要量の急増とこれに

伴うコスト増の方は，公共事業によって負

担きせようとしたからに他ならない。しか

もこのことは，後に詳しくふれるように，
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炭鉱閉山の際には，町財政に大きな負担転

嫁をもたらす原因ともなっていくのである。

第３は，社会資本色や共同サービスの自治

体財政への依存の深まりと利用独占である。

まず，交通については，戦後，長崎県によ

って高島港が新設された。それまで高島に

は桟橋さえなく，島民は乗下船には難儀し

ていた。県は防波堤建設についで浮桟橋を

竣工させ，高島港を県管理の地方港湾に指

定した（1951～52年）。また，従来炭鉱企

業が私的に保有していた船舶については，

炭鉱の経営悪化を理由に，1962年以降，廃

船あるいは順次に売却し，傭船に切りかえ

た。その結果，1966年夏には会社保有の船

舶は朝顔丸のみとなり，これも端島閉山に

伴って廃船となったﾕ①。以後，長ah奇市と

の旅客船交通については，民間船会社の定

期船のみに依存することとなり，これには

「離島航路」として国から航路補助金が交

付されている。

一方，病院の場合は，やや事情が異なる。

明治10年代からはじまった炭鉱社付属の高

島病院は，戦後1950年代には，医師15名，

看護婦43名を擁する総合病院の体裁を整え，

58年には端島にも鉄筋４階建の新病院（医

師９名，看護婦14名）が完成した。町は，

それ以外には1950年に建設した18床の伝染

病隔離病棟をもつのみで，高島，端島の両

病院は炭鉱の付属病院であると共に，事実

上地域医療の唯一の拠点として機能してき

た。1974年の端島閉山に伴って端島病院は

閉鎖きれたが，高島病院は169床をもつ総

合病院として継続されてきたのであるユの。

だが，炭鉱の経営不振と70年代初頭からの

経営Ｆ合理化」の推進は，７０年代末になる

と炭鉱労働者の福利厚生の［見直し」．縮

減にまで及ばざるをえなかった。この結果，

1980年には，新病院建築に伴って病床数が

約１／４⑭3床）にまで大幅に縮小された。

しかも，事態はそこにとどまってはいなか

った。８２年４月からは，炭鉱病院の管理・

運営についても，町に完全に肩代りきれる

ことになったからである。しかも，新病院

の建設と経営もまた，炭鉱「合理化」と閉

山の過程では，町財政に大きな負担を強い

ることになるのである。

病院以外にも，戦前には炭鉱企業が自ら

供給し，かつ利用独占していた公共施設や

公共サービスの多くが，戦後には，漸次に

せよ一挙にせよ，町財政に移されてきた。

また，戦後につくられた新しい公共サービ

スは，最初から自治体の責任とされた。以

上の業務には，公営住宅，保育所，小中学

校，ごみ‘し尻UIL理，公園，スポーツ・文

化施設（プール，運動場，体育館，図書館

など），福祉サービス（養老院，老人クラ

ブ，社会福祉など），公設市場等々，非常

に広範な領域に及ぶ公共施設やサービスが

含まれている。しかも，これら生活基盤施

設やサービスの大部分は，炭鉱関係者とそ

の家族らによって利用されてきたのである。

それでは，高島において，炭鉱企業は地

域経済の中で量的，質的にどれ程の地位を

占めてきたのか。したがってまた炭鉱閉山

は，地域経済にいかなるインパクトを与え

ることになったのか。次節では，これらの

点について検討しよう。

４．３炭鉱とその閉山の地域経済へのイ

ンパクト

高島はその歴史的・地理的条件に規定さ

れて，「－島一町一企業」と言われるよう

に，あたかも実験室で純粋培養されたよう

な「企業城下町」である。炭鉱企業の地域
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健設業では，炭鉱がすでに新規工事を手

控えていた上に，公共事業を主としている

業者がいる。）。これを，炭鉱への依存率

が比較的高いと推察きれる長崎県外海町と

比べても，そのウエイトの高さは明らかで

あろう。

以上のように，地域独占をふまえて，炭

鉱企業が地域ｉ堅済の隅々にまで深く浸透し

ていたとすれば，炭鉱の一挙の閉山が，地

域経済に対して甚大なインパクトを与えざ

るをえないことは必然である。表４－５に

よって，閉山に伴う事業所数と就業構造の

変化をみてみよう。高島の閉山は1986年１１

月であったから，したがって閉山をはさむ

この３年間に，事業所の総数は，216→105

箇所と半分以下になった。だが，就業者数

の減少はこれよりはるかに膨大で，2,651

→329人へと，９割近く（△88％）の激減

である。とりわけ第２次産業では，1,799

→50人と，かつての僅か３％しか残留して

いない。残っている事業所は，三菱石炭鉱

業の残務整理にあたる現地事務所と，公共

事業に依存する建設業者だけとなった。第

３次産業でも，公務を除いて就業者の減少

率は６割以上に達し，公務でも町財政の危

機から財政「合ﾖ埋化」が強まれば，一段の

力幅減少は避けられないであろう。第１次

産業では，農業はすでに皆減して久しい。

わずかに残った漁業も，かつて伊勢エビの

宝庫であった沿岸の岩礁はポタと埋立で再

生は不可能に近く，今､後の町経済の展望は

単純な元への回帰によって切り拓くことが

できないことは確かである。

これにたいして，町当局が採った対策は，

企業誘致による産業振興と雇用機会の創出

である。表４－６は，炭鉱閉山後の高島へ

の新規企業立地の概要を示している。たし

経済に占める地位は卓抜して大きい。表４

－２は，閉山の前年，1985年における高島

町の産業別就業者に占める炭鉱関係分の割

合を推計したものである。全就業者数に占

める鉱業分の割合は61％であるが，他の産

業分野の就業者もほとんどが何らかの形で

炭鉱と関係がある。就業者全体に占める炭

鉱関連分の割合（(B)／(A)）は，８８％と９

割近くにも達している。この表中の推計で

は，公務員のように，炭鉱関連が皆無とさ

れている産業分野もあるが，現実にはその

多くも炭鉱に関係していると推察される。

炭鉱関係のウエイトは，実際には９割を超

えるものと推定される。文字通りのモノカ

ルチャー経済と言って過言ではない。

炭鉱を含めて鉱山町が，一般に，モノカ

ルチャー的色彩が強いことはよく知られて

いる。だが，高島町は，なかでも際立って

いる。表４－３は，炭鉱の地域・自治体に

占める地位をいくつかの指標に依ってみた

ものである。1985年において稼動していた

国内の主要11炭鉱（1o市町）のうち，総人

口に占める炭鉱関係者の割合は，高島では

96％にも達する。第２位の上砂川町（三井

石炭鉱業砂川鉱）でさえ73％であるから，

そのウエイトは群を抜いている。また，町

の鉱工業出荷額及び税収に占める炭鉱企業

の割合も，それぞれ98％，８４％と全国一の

高い比率を示している。炭鉱労働者は全国

で約２万斗,000人おり，炭鉱周辺の中小企

業，商店なども含めて炭鉱を生活の基盤と

している人々は約17万人と推定されるエフ)。

高島町の炭鉱と関係の深い４産業につい

て，事業所数，従業者数，出荷額を指標に

とって炭鉱との関係をみたのが，表４－４

である。ここでも，建設業工事額を除けば，

炭鉱関係の比重は80～100％に達している
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かに，新規の企業進出は，自治体の懸命な

誘致努力の結果であり，かつ閉山後の高島

にとっては，急激な人口の流出を少しでも

食い止め，また漁業関係のように地域産業

の将来の芽となる可能性をも－部には含ん

でおり，緊急策としては，一定の意味をも

っている。だが，それは救急の対症療法と

してにすぎない。むしろ注目すべきは，企

業誘致方式には，大きな限界と問題点があ

ることである。

第１に，新規の企業立地は６社あったが，

雇用効果は高々94人と100人に満たない。

それは，閉山によって失われた就業機会『2,

300人のわずか４％を埋めただけである。

第２に，進出した企業の多くが，女子雇

用型中心であり，規模も零細で，賃金水準

が=著しく低い。例えば，新規に雇用きれた

94人のうち44人（47％）が女子労働者であ

る。男子労働者の多い－部企業では，高度

で特殊な知識と技術を要するために，地元

j釆用の男子労働者はいない。こうしたもの

を除けば，新規雇用者に占める女子労働者

の比率は少なくとも50％を下回ることはな

いであろう。女子労働者の比率は，長崎市

２５％，長崎県43％と比べてもかなり高い

（1985年工業統計）。しかし，失業者の大

部分は，男子労働者なのである。また，従

業員数からみても明らかなように，企業規

模は零細である。その上，新規企業の賃金

水準は低く，しばしば，炭鉱時代の賃金曰

額の６割強にすぎない，雇用保険の就職促

進手当の給付水準にさえ及ばない。その結

果，就職するより失業手当をもらう方を選

択するケースも珍しくはない。むしろ，企

業進出は低賃金労働力を狙ってすすんでお

り，上述のような企業誘致が，炭鉱都市の

雇用問題の抜本的な解決策とならないこと

'よ明らかである。

第３に，進出企業は，わずかな雇用効果

以外には，地元企業との産業連関は皆無に

等しく，また立地企業相互にも関連はほと

んどない。進出企業の大多数が低賃金労働

力にメリットを見出し，税等の優遇措置に

支えられながら進出する以上，地域内での

複雑な産業連関の形成は最初から等閑視さ

れている。ここに，企業誘致方式が，地域

の失業・雇用問題への対策としてだけでは

なく，地域の産業政策としても，大きな限

界をもつことが指摘されなければならない

のである。

こうして，地域経済の－挙の崩壊とその

再建が:容易でない状況のもとで，急激な人

口流出が生じ，そのことがさらに地域経済

の再建を困難にきせている。

図４－２は，高島の閉山後の人口変化を

示したものである。閉山直後の1986年11月

末に5,491人であった高島の人口は，わず

か５か月後（1987年４月末）には，2,798

人へと約半分に急減した。その後減少率は

少し緩和したが，それから約２年後の89年

５月末には1,442人へとさらにまた半減し，

結局，総人口は閉山から２年半で４分の1

ほどに激減してしまった。高島町は閉山前

に，炭鉱が閉山した場合の「影響調」を行

い，その際，将来人口を「閉山直後３，０００

人，閉山x年後1,Coo人」と推計していた'８０

．この推計は，かつて新曰本製鉄の子会社

曰鉄砿業の炭鉱が，１９７２年に閉山した隣町

の伊王島町のケースを参考に行ったもので

ある。伊王島町は1988年３月末で人口1,37

5人，人口では全国最小の町となってしま

った。閉山後の人口推移は，高島町の推計

が決して大げさなものではなかったことを

実証している。急激な炭鉱閉山は，相対的
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４．４炭鉱閉山と自治体財政過剰人口を一挙に排出し，彼らの地域的拡

散＝労働力流動化を促進した。一般的に言

えば，若年層を中心として，やる気と就業

機会に恵まれ，移動可能性の高い層から産

炭地域を離れていく。そのことがまた，人

的資源の面から，閉山後の産炭地域におけ

る地域経済の再生を困難にしているのであ

以上に述べてきたように，地域独占とそ

れをふまえた炭鉱企業のモノカルチャー的

地域経済支配が，全面閉山を契機として地

域の経済仕会に甚大な影響を及ぼすとき，

炭鉱企業と自治体財政とは，いかなる規定

関係にあったであろうか。以下では，炭鉱

の閉山と町財政との関係について，財政の

支出と収入の両面から明らかにしよう。

る。

４．４．１炭鉱とその閉山の財政支出へ

のインパクト

三菱の鉱業資本が高島における強固な

地域独占資本であるとして，今日の局面に

おける問題は，その炭鉱の閉山が地域経済

社会に与えるさまざま，かつ重大なインパ

クトと町財政との関わりである。それは言

うまでもなく税収を柱とする財政収入面に

おいて端的に現象しよう。だが，むしろ一

層注目すべきは，炭鉱とその閉山の財政支

出面への作用ではなかろうか。それは，企

業の地域独占、地域支配と，したがってま

た地域独占利潤の獲得と，不可分に結びつ

いているからである。

三菱高島炭鉱の閉山は，1986年11月27日，

労資の閉山調印をもって実施された。同じ

曰，その陰に隠れて目立たなかったけれど

も，もう１つの注目すべき協定書」の調

印があった。それは，親会社の三菱鉱業セ

メント及び子-会守仕の三菱石炭鉱業と，高島

町との間に取りかわされた「協定書」であ

る。協定の内容はloか条からなるが，これ

を要約すれば，表４－７のようであった。

この協定は表の右欄に示した高島町の企

業側に対する閉山対策要求に基づいて，両

者の折衝の結果調印され，具体的な企業誘



４炭鉱閉山と地域経済・自治体財政１０９

致を除いては，町の要求が「ほぼ百パーセ

ント認められた」（星野前町長）と自治体

の当事者も自賛し，「Z侍に地域振興資金や

社有地の無償譲Ｉ度は過去の閉山では例がな

く，今後相次ぐと予測される閉山地域の」

「貴重なモデルケースとなろう」ユの，と

一般に高い評価をうけてきた。しかし，果

たして協定の内容は，町の要求をほぼ全面

的に認め，かつ，今､後のモデルケースとな

りうる類のものと言えるであろうか。

たしかに，地域振興資金や，社有地の無

償譲渡または貸与は，過去の閉山ではほと

んど先例のない，炭鉱町からみれば，それ

だけ先進的なケースと言えなくはない。そ

のこと自体，高島の閉山が，国家レベルで

の産業構造調整政策の試金石として重要視

きれていたことの反映といってよいであろ

う。とはいえ，見落してならないのは，地

域振興資金の場合，炭鉱の町財政に対する

これまでの依存や，閉山から生じるさまざ

まな社会的損失に対する企業補償としての

意味づけが決定的に希薄なことである。町

の側は，炭鉱存続を前提に，町が砿業所に

代って建設した病院や炭住アパートなどの

事業支出に対する企業補償を含意しながら

も，表向きは，閉山後の地域振興のための

資金を求めている。これに対して，企業の

側は，町の含意への配慮を示唆しながらも，

実際には，城主企業として，地域振興資金

を「差贈る」という，慈恵的態度を貫いて

いたからである2.0．それはあたかも，約１

００年前の，三菱社の島民訴訟に対する態度

を想起させる。では，なぜ炭鉱企業はそう

したのか。それは，企業が，閉山という資

本撤退行動に対する社会的責任を認めよう

とせず，あくまでもそれを回避しようとし

たからに他ならない。

この点は，他の全ての項目にも貫徹して

いる。たとえば，②企業誘致と，③離職者

対策について，町は，たんに子会社の三菱

石炭鉱業だけではなく，親会社の三菱鉱業

セメントを含む三菱企業グループ全体の責

任において実現することを要求した。これ

に対して，協定の内容は結局，三菱鉱業資

本の親会社，子会社の２社だけの，それも

「責任」ではなく，「努力」目標の線にま

で大幅に後退してしまった。

②企業誘致については，三菱商事の吉森

安彦常務を団長とする三菱企業グループ３０

社，３２名からなる大視察団が高島にくりこ

み，「105年間お世話になった三菱グルー

プの社会的歴史的責任は果たす。町民は企

業が来ると信じてもらっていい」２，，と

約束した。しかし，それがたんなる鳴り物

入りのセレモニーであることが判明するの

に，大して時間はかからなかった。閉山の

余熱が社会的には大分さめたころ，三菱グ

ループは，離島，人口減，港湾輸送施設の

不備などを理由に，「高島への新規企業立

地は困難である」として，約束を反故にし

てしまったのである－゜これらの理由は

視察などしなくても最初から分りきったも

のであり，むしろこの結末は，協定書」

のシナリオの線にそうものであった。三菱

が多少とも資本参力Ⅱしている立地企業は現

在４社（うち三菱が主力となっているもの

３社），従業員にしてわずか26人（同15人）

にすぎない（前掲表４－６，参照）…。

一方，③離職者対策の場合には，町の側は

本鉱，下請組夫，一般町民について，再就

職の無差別な斡旋を，全三菱企業グループ

の責任において万全を期すことを要求した。

これに対して，協定では，本鉱と組夫，町

民との間に差別をもちこみ，本鉱について
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逆にそうした負担を可能な限り回避し，住

民や自治体のコストや負担に転嫁しようと

したのである。協定書では，企業の責任と

負担は著しく後退するか，暖味にされてい

る。

問題は，以上のような鉱業資本による地

域独占と地域支配，それを前提にした炭鉱

閉山が，自治体の財政支出にいかなるイン

パクトを与えてきたかである。詳細につい

ては，資料の制約から析出できない部分も

少なくない。しかし1980～87年度について，

三菱高島砿業所関連の主な町財政支出を推

計したのが，表４－８である。1980年代の

わずか８年間で，高島町からの砿業所関連

支出の額は，主なものだけで27億６千万円

に達する。これが町の普通会計歳出に占め

る割合は16％であるが，８０年代には積立金

の比重が増大したので，その分を控除した

実歳出総額に占める割合では19.7％と，約

２割に及ぶ。しかし，この礦業所関連支出

には，財源として国や県の補助金が含まれ

ていて，全額が町の純負担分ではない。そ

こで事業費から国・県補助金を減じて町の

純負担額を求めると201意4,300万円になる。

この額が町の一般財源総額に占める割合は

208％に達する。少なくとも，町の一般財

源の２割以上が，砿業所関連支出なのであ

る。

砿業所関連支出の内容をもう少し詳しく

みてみよう。支出は大きく４つに区分され

る。

第１は，企業に文寸する直接的な補助金や

助成金である。町は自らの一般財源から，

この８年間だけで１億７千万円にのぼる助

成金を，経営の困難を主張する城主企業に

対してさまざまな形で，直接，または県補

助金と抱き合わせで行ってきたのである。

は両社は「努力する」が，組夫・町民につ

いては雇用主及び国・県・町の就職斡旋に

脇力する」として，事実上，責任を完全

に放棄してしまった三・・

④の社有地については，町は必要な土地

の無償譲i度を要求した。高島の総面積の約

６割，土地に対する固定資産税の約９割を

占める炭鉱の高度な土地独占こそが，三菱

資本の高島における強固な地域独占の主要

な物質的基礎であるとすれば，町への土地

の無償譲i度は，地域独占を打開する最も重

要なポイントに他ならないからである。も

しも高島が，石炭資源の賦存以外に有利な

立地条件をもっていたとしたら，企業の側

は容易に土地の地域独占を手離そうとはし

なかったであろう。しかし，見通しうる将

来にわたって，そうした条件を備えそうも

ないことが，開発や町施設に必要な社有地

を，無償で町に譲渡または貸与することを

企業ＴＩＩが受容した主要な根拠であろう。と

はいえ，これとても，町の強い要求がなけ

れば才:可能であった。その意味で，これは

これで評価されるべきである。だが，無償

の譲渡や貸与は無条件でなされるわけでは

ない。協定書には，慎重にも，それが脇

議の上」のことであり，また「譲渡」の他

に「貸与」をつけ加え，かつ将来三菱側が

必要とする場合には，町はその土地を「無

償で返還する」との制約条件が明記されて

いる。大企業は土地独占の根幹まで手離そ

うとはしていなかったのである。

さらに，表中⑤～⑩の諸項目については，

環境や資源，住宅など社会資本の地域独占

と，閉山を契機にそこから生じた社会的費

用とを，町の側はできるだけ原因者負担と

して企業の側に責任を求めようとしている

ことを表わしている。しかし，企業側は，
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ロ減少につれ施設は既に過大となりはじめ

ていた。後述のように炭鉱閉山はこの矛盾

を－挙爆発的に露呈させざるをえないので

あるが，閉山までは，水需要の約９割が砿

業所分という，水資源の著しい地域独占の

状況にあった。もっともその全てが鉱業用

水なのではない。高島の場合，砿業所関係

の水道使用量は，〈高島受入量一礦業所以

外の使用メーター検針量＝砿業所負担使用

量〉という，独特の方式で推算されていた

2国。砿業所にもまた社宅にも検針メータ

ーは全くなく，砿業所は社宅使用分も含め

て，逆算によって求めた使用量をもとに水

道料を一括支払っていたのである。社宅分

の水道料は近年に至るまで入居者は支払う

必要がなかった。したがって，社宅水道料

は砿業所労働者への→種の付加給付であっ

て，まったくの「どんぶり勘定」で，鉱業

用水との区分は明確ではない。そこで，こ

こではあえて怒意的な区分けはせず，－ま

ず産業基盤として分類した…。

高島の水道事業は公営企業会計で処理さ

れている。言うまでもなく公営企業は独立

採j車制を原則とする。しかし，何らかの理

由で独立採算がとれない場合などには，一

般会計からの繰入れによってまかなわれる。

ここでは，水道の建設や運営に対する一般

会『計からの支出金，補助金などの繰入金の

うち，砿業所負担分使用量の全使用量に対

する割合（ｇｏ％）で按分した額を礦業所分

として推計した。この額は３億9,100万円，

すなわち町純負担分の１９％に達する。しか

し，これが炭鉱関連の水道事業に対する町

の純負担額の全部ではない。砿業所分の水

道>料金は一般用と比べても相対的に安価に

設定されてきたからである２カ゜その結果，

水道事業が独立採算を原則とする企業会計

なお，これ以外に，２億円の砿業所への無

償貸付金があったが，閉山後，これは利息

をつけて返却された。

第２は，炭鉱のための産業基盤にあてら

れた経費である。その１つは，炭鉱事業の

物的産業基盤整備ともいうべき県道高島線

や高島港改良事業の地元負担金，町道中腹

循環線の整備など，道路，港湾等の建設・

管理費用である。高島炭鉱は海底炭鉱とし

て島の坑口より１１km，水面下650ｍが最深採

掘現場であった。そのため，主要な産業施

設の多くは地下に展開していたので，戦後

のコンビナート開発などの場合とは異なっ

て，地上部の産業基盤施設のウエイトは相

対的には小さい。とはいえ，地上の産業基

盤施設は，地下現場のj釆炭，運搬，通気，

排水，保安などの確保にとってだけではな

く，産出した石炭の送炭や船積，坑内操業

のための坑木・採炭機等の資材及び労働力

の搬出入にとっても不可欠である。主要な

産業基盤整備の事業主体は県であるが，高

島町はこれに対して地元負担金を支払って

いる。また，町が事業主体の場合でも，国

の補助金の割合が多く，直接の産業基盤事

業費8,036万円にたし､し町の純負担は4,087

万円と，これが町の純負担総額に占める割

合は２％にすぎない。

もう１つは，水道事業の経費である。高

島町の水道は，1955年７月，厚生省，建設

省の認可を受けて計画給水人口Zo,５００人，

１曰最大給水量5,000,3で創設され，以後

５回の拡張工事を行ってきた。しかし，そ

の後７４年の端島閉山や炭鉱Ｆ合理化」によ

る人口減少のなかで，計画給水人口8,100

人，１日最大給水量aZ8Om3で今一日に至っ

ている。高島の水道は炭鉱最盛期の人口を

基本己に計画ざれ拡張されてきただけに，人
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炭住アパートや病院の，企業所有から自治

体への肩代りが，７０年代末からの波状的な

炭鉱「合理化」の一環として強行されたこ

とは先述した。こうしたごく控え目な炭鉱

関連生活基盤支出だけでも，町の純負担額

は11億１千万円，砿業所が「差贈」った地

域振興資金の1o億円を凌駕しているのであ

る｡

第４は，直接の閉山文寸策にかかわる事業

経費である。これは大きく２つに分けられ

る。１つは，炭鉱閉山に直接伴う事後対策

や残務処理にかかわる経費である。これに

は，不用となった老朽炭住の除却，炭鉱発

電所から九州電力に受電を変更するのに必

要な設備改修工事，発ｲ電所余熱を利用し入

浴料無しで町民も利用可能であった砿業所

浴場から重抽焚きの有料町営浴場への改修

工事，島内バス路線を確保するための民営

バス会社への補助，小規i葵企業への融資，

などが含まれる。これらはいずれも炭鉱閉

山に直接起因する社会的損失の一部であっ

て，本来原因者である企業がその損失を補

償すべきものである。先述の町の「要求書」

でも，これらの損失は大部分，企業の責任

において，つまり企業による費用支弁で処

理きれるべきことを求めていたものであっ

た（前掲表４－７，参照）。しかし，その

損失の大部分を企業は支払わないまま，自

治体と住民に負担が転嫁されている。町の

負担は，８７年度までで既に２億６千万円を

超えている。この中には閉山時一度だけで

済む負担もあるが，不用炭住の大量の除却

や，今後管理ｊ璽営費が必要な浴場，バス路

線の維持など，長期に亘る継続的支出が不

可欠なものも少なくないのである。

２つは，炭鉱喪失後の町経済の振興にか

かわる経費である。高島のようにほぼ完全

で営まれる限り，炭鉱企業への優遇措置は，

一般ｲ主民への相対的な料金の高負担か，水

道会計の赤字か，町の一般財源の繰入れか，

あるいはそのいずれかの組合せによって負

担されざるをえない。城主企業の地域独占

とそれに対する優遇が，住民と自治体の負

担に転嫁されたのである。

第３は，炭鉱に関わる生活基盤，とりわ

け労働力の再生産にあてられる経費である。

高島では，炭鉱企業の地域独占は群を抜い

ている。したがって，福祉，保健衛生，教

育，文化，スポーツなど生活基盤にかかわ

る施設やサービスについて，もし炭鉱と直

接・間接に関連する経費を全部あげるとす

れば，前掲表４－２，表４－３の炭鉱関連

人口の比率からも明らかなように，その額

は当該経費のほとんど８～９割を超え，町

の実歳出総額の３～４割を下まわることは

ないであろう。しかし，ここでは地域独占

の点で，歴史的にみても砿業所と直接深い

関係にある労働力再生産のための財政支出

だけを抜き出した。内容的には，砿業所武

道館補修補助金や，勤労会館・体育娯楽セ

ンターの補修工事などの勤労者用施設費，

また従来炭鉱側が整備してきた炭鉱住宅の

自治体への肩代りである炭住地区改良事業

費，等がある。

病院については，建物が老朽化してきた

砿業所付属病院を，1980年に高島町が全額

一般財源で新病院（病室11,病床43）とし

て新たに建設し，医療機器も新しく揃えて

同病院に無償で貸与したものである。しか

も，1982年度からは，病院経営も町に移管

され，炭鉱付属病院は１００年近くにおよぶ

歴史を閉じた。同時に，病院の赤字も町に

転嫁きれ，町は毎年一般会計から病院会計

への繰出を余儀なくきれてきたのである。
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な地域独占の企業都市では，地域は炭鉱に

代るべき内発的な経済発展の契機をほとん

ど持ち合わせていない。炭鉱の突如の閉鎖

による急激な人口流出に直面した場合，自

治体のとりうる応急対策としては，企業誘

致による他はないであろう。中長期の対策

は，対症療法と結びつけながら立てていか

ざるをえないのである。

以上の砿業所関連財政支出について，そ

の推移を表４－９によってみてみよう。

表から明らかなように，1980年代半ばの

炭鉱閉山になる直前まで，町はむしろ炭鉱

「合理化」に一段とコミットする形で，石

炭鉱業への助成や産業基盤整備，炭住及び

病院事業の肩代りを積極的に進めてきたの

である。閉山に伴って，炭鉱助成，産業基

盤整備，炭住改良等が終局をむかえたこと

は当然である。だが，逆に，直接の閉山対

策事業がはじまった。その上，地域独占に

より巨大施設をかかえた水道事業や病院事

業では純損失と累積欠損金の急増がはじま

り，事業それ自体の見直し再編に直面する

とともに，一般会計からの操出金による穴

埋め額の増加を余儀なくされているのであ

る｡

ここでは，１例として，水道事業のf員益

収支を掲げておこう（表４－１０）。１９８６

年の閉山以降，有収水量は急激に減少し，

「分散の不利益」が増大した。その結果，

給水原価は1986～88年にかけて，１トン当

り192→1,045円へと，わずか２年の間に５．

４倍という猛スピードで超高コストになっ

てしまった。しかし，このハイコストを償

うような急激な供給単価（料金）の引上げ

は，それでなくとも急減しつつある人口の

流出を拍車せざるをえない。そうした配慮

から料金改訂はなされなかった。しかしそ

のために営業損失は激増し，一般会計から

の繰入額の増加にもかかわらず，純損失は

累積的に増大しはじめた。かくして，累積

欠損額は，1988年度ですでに１億３千万円

を超え，今-もふえ続けている。いまや水道

事業は，閉山によって，かつての炭鉱企業

による地域独占の「つけ」をまわされ，悪

循環的な財政危機に陥ってしまったのであ

る。高島の水道は，早急に事業親/i莫の縮小

を含む抜本的対策を施すことを迫られてい

る。とはいえ，そのためには新たな設備投

資や経営ﾝ合理化によって，その負担と犠牲

を，多かれ少なかれ自治体や公務労働者，

｛主民にかけざるをえないのであ･る。

以上のように，炭鉱企業とその閉山に起

因する高島町の直接的な経費支出の総額は，

1980年代に入ってからの８年間だけでも２０

億4,300万円にのぼる。すでに行論からも

明らかなように，この額は，現在入手可能

の資料に基づいて，技術上明確に推計可能

なものだけを計上した最低限の数値に他な

らない。上にとりあげた項目の中でも，礦

業所との関係は認められるが，その程度が

定量的に推計し難いものについては全て落

としてある。また，これ以外に，砿業所と

関係のある重要な社会的損失が少なからず

存在する。加えて，ここでの推計額は，８０

年代以降８年間の集計にすぎない。それ以

前の資料は今‐のところ入手できていないが，

戦後の炭鉱企業の地域独占が，戦前とは異

なって，町の財政に次第に依存する度合い

を強めてきたことを考慮に入れれば，関連

経費支出の累計額は，ここで示した数値よ

りはるかに大きいことが推察されるであろ

う。しかも，今日の局面において，注意し

なければならないのは，この集計が1987年

度までのものであって，閉山の影響がさら
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に大きな重石となる88年度以降にも，水道，

病院，閉山対策など，多くの経費はこのま

まではむしろ一層増加しかねない要因を内

包していることである。こうして，非常に

控え目に集計した炭鉱関連経費の支出額で

きえ，砿業所からの寄付金の２倍以上に達

していたのである。

それでは，この間，炭鉱とその閉山によ

る町の財政収入への影響はどのようなもの

であったであろうか。次項では，さらにそ

の点を検討してみたい。

むしろ過小と言ってよいことである。たと

えば資源でみれば，炭鉱企業は地域の水質

源の90％，公有地以外の土地資源の80％，

また就業者の60％以上を占めていた。これ

に対して，税収では，いま見られたように

40％ほどにすぎない。なぜ，そうなるのか。

炭鉱企業の経営難もあろうが，むしろその

基本巳的理由は，税制上および税務行政上の

大企業優遇措置が存在するからである。

１つは，他の税目の炭鉱への大きな依存

度とは対照的に，法人町民税では炭鉱分の

ウエイトがわずか1.7％と極端に低いこと

である。そもそも法人町民PBZ自身，町税に

占める割合は3.4％と小さく，全国市町村

の１６．８％と比べてもその２割にすぎな

い。その結果，町税総；額に占める炭鉱分の

法人町民税の比率は０o6％と，ほとんど取

るに足らないものとなっている。「法人

（企業等）が地方団体の諸施策による受益

に対する応益負担の考え方が，法人の住民

税の創設趣旨とされ」２８０ている。では，

なぜ企業都市でありながら，高島では法人

町（住）民税の割合がこのように低いのか。

それは，炭鉱企業が税務会計上の赤字を理

由に，ごく僅少の均等割しか納めていなか

ったからである。地域i至済の中で)圧倒的位

置を占める炭鉱企業のこの住民税納税額の

極端な低さは，大企業への課税の優遇と共

に，法人住民税の制度上の問題点をついて

いる｡

２つは，固定ｉ資産税について，土地分の

評価が低い上に，事実上かなりの課税免除

分があり，かつ償却資産の減価が激しいこ

とである２９．この点については，後にふ

れよう。

３つに，とりわけ重要なのは，閉山まで

町税の２割前後をコンスタントに占め，炭

４．４．２炭鉱とその閉山の財政収入へ

の影響

炭鉱企業の町財政収入への寄与には，

地方税と，企業からの寄付金の２種類があ

る。このうちもっとも重要なのは地方税の

動向である。

表４－１１は，1980～87年度における町

税に占める炭鉱分税収の累計である。炭鉱

分の町税には，法人町民税，固定資産税，

電気税，鉱山税と，目的税である都市計画

税との５種の税目がある。これら炭鉱分の

合計額が町税全体に占めるウエイトは42％

に達している。とりわけ炭鉱分の最大の税

目である固定資産税では89％，都市計画税

では90％，さらに鉱山税，電気税では100

％が炭鉱企業分であって，町税の炭鉱への

依存の高さは，一見してきわめて自明のよ

うに見えることは事実である。

だが，こうした炭鉱企業への町の税収の

大きな依存にもかかわらず，否それ故にこ

そ，高島町の町税には，重要な問題点があ

ったことが看過されるべきではない。

第１に，たしかに町税に占める炭鉱分の

ウエイトは小さいものではないが，炭鉱企

業の地域に占める位置からすれば，それは
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鉱分の課税のうち固定資産税と並ぶ最大の

税目であった鉱山税の実態についてである。

一般に鉱山税は，「鉱物の掘採事業に対し

て鉱物の価格を課税標準として課する税で

あり，事業に対する一種の外形標準課税で

ある」，と説明されている。「鉱物の掘採

事業と市町村行政とは鉱害復旧，環境整備

等の面で特に密接な関係にあるので，この

事業に対しては道府県税である事業税を課

税せず，市町村において鉱山税を課するも

のとしているのであ（る）。」ＳＯＤすな

わち，鉱山税は，鉱山経営に起因する特別

の財政需要に対する利益説的な収益税であ

り，鉱山と当該市町村との特に密接な関係

にてらして，府県の事業税を課税しない代

りに市町村に対して，鉱物の価格を外形課

税標準とする課）Bi権を与えているものと理

解される。課Bi標準である「鉱物の価格」

とは，鉱物の山元価格とされているが，問

題は，炭鉱業の場合，この山元価格が公表

されていないことである。鉱山税の税率

（標準）は１％であるから，逆に鉱山税の

税額を１％で除せぱそれが山元価格という

ことになろう。しかし，実際には，課税標

準としての山元価格は炭鉱企業の申告に依

っている。申告内容の真偽については，法

的建前としては市町村に調査権があるとは

いえ，「企業城下町］としての性格が強い

炭鉱町の場合にはその権利は行使された例

がない。したがって鉱山税は，現実には過

少申告となる可能性を避けることはできな

いであろう。城主企業への税の高度の依存

性が企業による地域支配の財政的基盤であ

るとすれば，逆にそのことが，自治体の課

税自主権をむしろ制限する要因になってい

ることが確認されうるのである。

高島町とて，この例外ではない。町は，

これまで砿業所の申告のとおりに課税して

きた。資源エネルギー庁の資料によれば，

1982～85年度の間，鉄鋼向け国内原料炭の

トン当り価格は，全国平均で23,730～24,2

80円であった３Ｄ・高島炭鉱の場合ほとん

どが原料炭で，しかも国内炭としては最高

の良質性を誇ってきたので，単価は全国の

平均よりずっと高いと推察きれる。しかし

仮に，平均単価で，1982～85年度間の出炭

量をもとに高島町のありうべき鉱山税額を

推計すると６億3,400万円となる。これに

対し，同じ４年度間に現実に徴収きれた同

町の鉱山税の累計額は，３億1,450万円に

すぎない。高島町の場合，鉱山税は，まと

もに課税されていれば，少なくみても現実

の課税額の２倍を超えていたと推計される

ので，８０年代の８年間では，実際に徴収さ

れた鉱山税４億9,000万円相当以上の課上

の優遇措置がなされていたとみて間違いな

いであろう。企業城下町的体質のもとで，

高島では，税務行政上「意図せず」して，

多額の“見えざるtaxcxpcnditurc”が城

主企業に施されてきたのである３コ。

第２に，今一日の問題としてさらに重大な

のは，自治体税収の城主企業への高度の依

存性が，企業経営動向への従属性と，した

がってまた税収の変動性を不可避としてい

ることである。このことは，企業が経常的

に経営を行っている時にも生じよう。だが，

そのことがもっとも劇的に現われるのは，

企業Ｆ合理化」，ことに閉山や資本撤退の

場合であることは言うまでもない。

では，高島町の場合，町税および炭鉱税

収分は，閉山によっていかなるインパクト

をうけているであろうか。表４－１２は，

1980年代以降の町税と炭鉱課税分の推移と

変化を示している。町税は全体として，１９



１１６

場を完成した３３，．７０年代後半の年々の設

備投資が10～20億円程度であったのと比べ

れば，８０年代前半期には，企業側はまだ石

炭産業の将来に一定の展望をもっていたと

推察される。それこそが，償却資産税に主

導された固定資産税のウエイト増加を生み

だしたのである。閉山後の償却資産税の急

落は，－面ではそのことの反動である。だ

が，それだけではない。むしろ主因は，城

主企業が税制上の急速償却を柱に，この２

年間で，償却資産の約９割を切捨てたこと

にある。加えて，1989年５月末には，閉山

後少なくとも５年間は稼動すると約束して

いた炭鉱の発電所まで廃止してしまった…

・消費税の導入がらみで1989年度から廃止

きれた電気税とともに，ごく近い将来，炭

鉱の償却資産税はｏ（ゼロ）になると予測

される。

償却資産税の急減とは対照的に，一見ウ

エイトを増加させているようにみえる建物

資産:税も，炭鉱住宅や施設上屋の解体と償

却が進めば減額することは言うまでもない。

すでに事態は，1987年度から減少過程に入

っている。一方，土地資産税も，閉山によ

る評価額の低落や砿業所用地の－部町への

貸与等に伴う免税拡大のために，長期的に

みて漸減ないしは現状維持がやっとであろ

う３５０゜かくして，閉山後の町税の主柱と

みられた固定資産税でさえ，その一層の減

額は避けられそうもないのである。なお，

もう１つの柱である個人町民税については，

今後まだ人口流出が続き，かつ島の失業者

や老人の比重が高まる傾向にある以上，依

然減少の趨勢は，しばらく継続すると推察

される。

ここで，炭鉱による財政効果を，’'又入面

全体からもう一度捉えなおし，総括してお

80～85年度の間に1.5倍の増加をみせた。

しかし，町税額は1986年の閉山を契機に減

少に転じ，1986～88年度のわずか２年間で

もとの１／３以下に激減してしまったので

ある。固定資産税に次ぐ位置にあった鉱山

税は，８６年度をもって，炭鉱（ヤマ）とと

もに姿を消した。また，かつて町税の大宗

としてその４～５割を占めていた個人町民

税は，人口の急減と失業者や無業者の増大

に伴って，1986年度の２億1,600万円の

ピークから88年度にはわずか3,900万円ま

で，８割を超える六幅減少となった。もっ

とも，鉱山税や町民税が激しく急落するな

かで，もう１つの大きな税目である固定資

産税だけは，落ちこみが比較的緩く，かつ

構成比を増加きせ，８８年度には48％と最大

の税目に転じている。しかしこれは，固定

資産税の将来的な安定性と増収性を示唆し

ていると言えるであろうか。

企業都市における租税構造の特徴の１つ

は，固定資産税のウエイトの大きいことで

ある。その中心が，城主企業の固定資産:税，

ことに償却資産税の比重の大きさにあるこ

とは言までもない。表４－１３は，高島町

の固定資産税について，土地，建物，償却

資産iの内訳を炭鉱分と町合計とに分けて，

それらの推移と変化をみたものである。見

られるように，炭鉱閉山まで，城主企業は

固定資産税の合計でも内訳の各税目でも，

町全ｲ本の９割以上を占め，圧倒的地位にあ

った。ところが，かつて固定資産税の５０％

以上を占め最大の税目であった償却資産税

のウエイトだけは，閉山を契機に急減し，

88年度には20.9％になってしまった。１９８１

～83年度にかけて，三菱の砿業所は毎年４１

～５２億円の設備投資を実施し，特に83年度

には36億円でわが国で最も進んだ新選炭工
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こう。先述のように，炭鉱からの税収は，

1980年代の８年間の累計で１２億2,900万円

にのぼっていた。この額が町の一般財源に

占める割合は12.5％であるが，町税総額に

占める比率は42％に達していた。だが，注

意しなければならないのは，この金額をも

って，全額炭鉱からの財政収入効果とみる

ことはできないことである。なぜか。１９８８

年度までの現行地方交付税制度によれば，

市町村の場合，標準税率による法定普通税

及び事業所税の75％が地方交付税算定上の

墓塾嘗財政収入額に算入きれ，市町村の独自

財源としては実質25％しか残らないからで

ある。つまり，高島の場合で言えば，表４

－１４のように，目的税である都市計画税

以外の普通税収11億7,500万円については，

その２５％，すなわち２億9,400万円しか町

の純収入財源としては寄与しない。残りの

75％は，普通地方交付税が同額だけ減額さ

れることによって相殺きれてしまうのであ

る。こうして，地方交付税制度を勘案した

調整後の炭鉱税収の純収入額は，都市計画

税とそれ以外の税収を加算した３億4,700

万円，すなわち名目税収額12億2,900万円

に対し，その28.3％の実質増収効果しか自

7台体財政にもたらさない。さらに，炭鉱税

収分の町一般財源に対する寄与度も，名目

的には12.5％であったが，実質的には僅か

3.5％にすぎないことになる。以上を要約

すれば，一見非常に大きなウエイトを占め

るかに見えた炭鉱企業からの税収の財政収

入効果も，財政調整制度を考慮すると実態

は見かけ程大きくはなく，また自治体財政

からすれば，その収入効果は，名目額では

なく実質額で捉えられなければならないこ

とが確認されるべきである。

これまでの論述をふまえて，閉山に伴う

高島町の財政収入の変化について，炭鉱企

業との関係を中心にj概括しておこう。表４

－１５は，同町の閉山前後の歳入の変化を

主要項目についてみたものである。まず財

政収入の合計としては，閉山直後の1987,8

8の両年度の伸びが著しい。これは，閉山

後の財政逼迫に備えるべき積立金や閉山処

理費等，閉山に起因する経費の急増があっ

たからである。他方，収入面ではこれに呼

応して，地方交付税の特別加算や企業から

の寄付金のほか，積立金の大IIJ冨な取りくず

しなど，閉山による一時的な財政収入の増

加があったからである。しかし，既に1989

年度からは，人口急減に伴う地方交付税の

減少などのために，逆にかなり大幅な一般

財源の減額が見込まれている。自主財源の

大宗をなす地方税は，1984～88年の間に，

構成比で21.5→3.7％へ，増減の指数では1

00→30ヘと短期間にﾌk幅に減少した。

その主因が，閉山による炭鉱税収の激減

と人口の大規模な流出にあることはすでに

見られた如くである。ところが，同じ表の

最下欄の「再掲」では，炭鉱分のウエイト

は，逆に1986年から，むしろかなり増えて

いる。なぜか。それは，先述のように閉山

に際して炭鉱企業から「寄付金」があった

からである。この額は，1986～88年度にか

けてそれぞれ４，３，３億円，合計10億円

となっている。その結果，炭鉱分のウエイ

トは，1986～88年度にかけては，名目額で

みても，調整後の実質額でみても，構成比

・指数ともかなり高い値を示すことになっ

たのである。しかし，この現象が，この３

年度だけに限定された，一時的，臨時的な

現象であることは自明であろう。1989年度

以降については，炭鉱企業からのブゴ]冨な寄

付金はもはや期待できない。むしろ，この
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「寄付金」は，炭鉱企業からすれば町に対

する一種の「手切れ金」，それも慈恵的な

形をとったそれであったとみるべきである。

今笥後はわずかな，しかも減少要因をかかえ

た地方税が残るだけとなる。炭鉱分の地方

税は，８８年度で構成比1.8％，交付税調整

後の実質値で０６％にすぎない（表4-15）。

財政のま則莫そのものが急増した1987,88年

度についてさえ，すでに財政収入面では，

積立:金取りくずしによる繰入金の急増，財

産収入や地方債の増加など，過去の資産の

食いつぶしや借金という形で，将来の財政

逼迫が予兆されている。これらの財政対策

が，長期的に続けうるようなものでないこ

とは明らかであろう。収入要因の概要が以

上のようなものであるとすれば，閉山の財

政収入へのインパクトは，閉山直後におけ

る地方税の急減を第１弾として，1989年度

以降，一時的臨時的に増加した他の収入項

目の急減として，より深刻な第２弾が用意

きれていると言わざるをえないのである。

億4,700万円）が，炭鉱企業からの実収入

の総額である。これを上記の炭鉱関連支出

額，２０億4,300万円と比べられたい。明ら

かにこの間，炭鉱からの財政収入額は，財

政支出額より大｡幅に少なく，支出額の51％

（同66％）にすぎない。寄付金を除いて企

業税収分だけを取りだして比較すれば，収

入額は関連支出額のわずか17％となってし

まう。要するに，閉山前後のこの８年間を

とっただけできえ，炭鉱企業と町財政との

財政収支バランスは，町にとっては少なく

とも10億円（同７億円）の赤字，すなわち

企業への持ち出し超i量だったのである。

加えて，税制上及び税務行政上の課税優

遇措置がある。炭鉱企業の計理内容が公表

されていないので正確な推計は不可能であ

るが，上述のように，鉱山税では，少なく

とも実際の徴収税額４億９千万円相当以上

の“見えざるtaxcxPcnditure,，（隠れた

補助金）があったと推計される。また，固

定資産税のうち償却資産税については，通

常の償却期間10年であれば，２億７千万円

相当のtaxcxpcnditureが，急速償却によ

って生じたと推定される。この両ﾗBi分だけ

でも，合法・非合法の減免ﾉﾄﾞｉｔ分は，７億６

千万円を下らないであろう。もっとも，こ

の場合にも，地方交付税による調整措置が

考慮される必要がある。この`点を蝋酌する

と，実質的減免Bi措置による高島町から企

業への課税の純漏出額は，７億６千万円の

25％相当額，すなわち１億９千万円となろ

う。表記の町から企業への純持出し分１０億

円にこの金額を加えた11億９千万円が，要

するにこの間の，高島町から炭鉱企業への

純持出分の総額に他ならない。

これは，白7台体の側からみて，地方交付

税による財政調整措置を考慮した場合の，

４．４．３小 括

最後に，これまで考察してきた，①財政

支出と，②財政収入との両面からの分析を

総合して，炭鉱企業と町財政との関係を小

括しておきたい。

前掲表４－８で見られたように，1980～

87年度間の炭鉱関連支出額は推計20億4,30

0万円であった。これに対して，同じ期間

中の炭鉱からの純税収額は，３億4,700万

円であった（表４－１４）。炭鉱からの収

入額には，税収以外に総額１０億円，この期

間中にはうち７億円の，企業からの寄付金

があった。税収額にこの寄付金額を加えた

10億4,700万円（寄付金全額を加えると1３
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に自治体と住民にまわされただけではなく，

それはさらに，城主企業による「未払い累

積債務」の増大となって，地域と自治体に

とって将来の足/tDuとなっているのである。

城主企業における地域独占の物質的根底を

なしてきた土地独占の解体とともに，こう

した「地域独占利潤」の再分配が，企業の

社会的責任の主要な柱の１つとならざるを

得ない所以である。とはいえ，それは，企

業の社会的責任の全てではない。企業の社

会的責任をトータルに明らかにするために

は，さらに，閉山に伴う社会的損失の内容

のﾛ今味へと進まなければならないのである。

企業と自治体との実質的な財政収支バラン

スの数値であるが，他方，企業の側からみ

ると，収支バランスには財政調整措置は目

に映らず，名目値のみが問題とされよう。

しかし，この場合でも，企業から町への名

目収入額１９《意2,800万円に対し，町から企

業への名目支出額は，28億300万円となる。

要するに，企業サイドからみても，自治体

と炭鉱企業との財政収支は差引き８億7,50

0万円の企業側の受取り超過，すなわち，

純補助金を町から受けていたことになるの

である。

以上に述べてきたことを，総括的に図示

しておけば，図４－３のようにまとめられ

よう。約言すれば，この間，炭鉱企業は経

営「合理化」の強行から閉山への過程のな

かで，自治体から少なくともこれだけの財

ﾛﾋﾟlUDI支上の受取超過を，「地域独占利潤」

として，企業収益にとりこんできたのであ

る。しかも，上来くり返し指摘したように，

これら財政収支の金額は，この僅かな期間

の，それも明確に推計可能な最低限のもの

であって，実際の持出し額は，これをかな

り上まわることが推定される。また，絶対

的損失のように，経済計算になじまない多

様な社会的損失がある。さらに，将来にむ

けて一層重視すべきことは，炭鉱閉山に伴

う町の財政収支へのインパクトは，むしろ

ここで資料が得られた年度以降，長い期間

にわたって継続する特質をもつものであっ

た。閉山に伴う財政支出は相当の期間持続

的に必要ときれるのに対して，炭鉱企業か

らの収入は激減し，その結果，財政収支の

マイナスはむしろ拡大すると言わざるをえ

ない。

かくして，炭鉱企業の閉山に伴う地域経

済社会の「崩壊」のつけは，たんに一時的

［注］

１）三菱鉱業セメント(株)高島炭砿史ｊ編纂

委員会編「高島炭､！【史」同社，1989年，１～６８

ページ。三菱鉱業セメント(株)総務部社史編纂

室「三菱鉱業社史』同社，1976年，３６～52ペー

ジ。

２）旗手勲「日本の財閥と三菱」楽tiiE書房，

1978年，４５～52ページ。

３）宮本憲一『社会資本論（改訂版）』有

斐閣，1976年，８９～92ページ。

４）三菱鉱業『高島……』（前掲書く注１》

），405～409ページ。なお，聴き取りによれば，

水船時代，島内への水供給は水道によって１日

１時間，風呂は週に１度は海水使用が義務づけ

られていた。海がしけて水船が来ない時は言う

までもなく，平常時でも雨水を利用していた。

島では水は，文字通り「命の水」だったのであ

る。

５）同上書，112～113ページ。隅谷三喜男

『日本，石炭産業分析』岩波］書店，1968年，１３１

～１３２ページ。

６）三菱社誌刊ｲﾃ会編「三菱社誌１６』東

大出版会，1980年，１５巻，145～147ページ。

７）隅谷，前掲書（注５），287ページ。

なお，「日本坑法」は次のように規定していた
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｢試掘開坑或ハ通洞等ヲ企テルニハ舎！塁鉄道 １３）松尾，前掲書（注11），３１～33ペー

ジ。

１４）三菱鉱業『高島……』（前掲書《注

１》），407～409ページ。

１５）同上書，409～412ページ。

１６）同上書，415～417ページ。

１７）「屋台骨失う炭鉱町」，『日本経済

新聞」，1986年11月１３日。

１８）高島町『高島炭鉱閉山の場合の影響

調」，1986年５月，１６ページ。

１９）「三菱側高島町に振興費10億砿

業所所有地も無償調度」，『日本経済新聞」１９

８６年12月２日。

２０）町の「要求書」では最後ﾉ宅につけら

れていた地域振興資金の交付は，「協定書」で

は冒頭第１条にすえられ，三菱石炭鉱業が高島

町に対して，町の今-後の自立発展のために「金

１０億円を差贈る」として，協定書の最大の目玉

におしあげられている。２１）「『社会的

責任は果たす」三菱グループ３０社吉森t見察

団長語る」，『毎日新聞』（長崎版），1986年

12月６日。２２）「高島へ新規進出困難

三菱グループが報告書」，『毎日新聞」，１９８７

年５月７日。

２３）高島町「高島町の概要』1989年５月，

１２～１４ページ。

２４）炭鉱企業は閉山に向けての労働組'合

との合意過程で，5,000人の求人企業を確保し

たと喧伝し，その他に，同社の南大夕張珂廣でｓｏ

人程度を再雇用すると口約束した。しかし，実

際に企業側から提示された再雇用の求人数は，

関連会社分は818人にすぎず，あとは単なる各

地の職業安定所の集計分，4,184人であった

（三菱高島炭砿労働組合『高島礦閉山交渉合意ｔ

事項』，1986年11月30日，２９ページ。）。しか

も，関連会社の求人とは，三菱グループの下請

関連などの求人情報の寄せ集めであって，何故

かその中には，求人先として，「佐世保刑務所」

まで含まれているような代物であった。閉山か

ら１年２か月後の1988年１月末現在でさえ，求

職者1,539人に対し，就職者は520人，就職率は

33.8％にすぎなかった（『毎日新聞』《昂埼版》

河流及道路ノ如キ其害ヲ受ヘキ場所ハ度ヲ計テ

之ヲ避ケ」「凡場所ノ主タル者応諾スルニ非ス

シテ此ヲ犯ス者有レハ……其損害ヲ償復スルー

倍ノ費額を取テ本費ハ其主二附与スヘシ」（第

17条），と。８）三菱社誌，前掲書（注６）

16巻，２５８ページ。

１８８９（明治22）年，高島村；総代14名は，坑主

岩崎久彌あて，「我等思慮ノ不充分ナルヨリ村

内個水或ハ地盤破壊等妄二権利ヲ翫弄シ種々故

障ヲ唱へ数年来貴下ヲ法衙二煩ハセシ段今一二至

テ悔悟致シ……」（同上書，260ページ），と

いう詫状をいれた。これと引きかえに，三菱側

は7,000円の海軍公債と現金3.000円からなる１

万円を村民146名に贈った。総代らは，これに

対し感謝状を贈呈し，「一件落着」となったの

である（三菱鉱業『高島……」《前掲書，注１》

113ページ。）。それは，あたかも封建領主の

「恩情」に感謝する名望家達の態度を想起させ

る。なお，この当時（1888《明治21》年），高

島炭鉱では，半封建的な中間搾取の雇用形態で

ある「納屋制度」が「高島炭坑問題」としてジ

ャーナリズムに暴露され，中央政界をまきこむ

大問題となっていた。三菱は苦境に立たされて

いた。村民訴訟の「解決」は,、問題がそれ以上

拡大するのを防ぐとともに，炭鉱労働者と住民

の結びつきを分断きせ，社内を固めるのにも貢

献したのである。

９）三菱鉱業「高島……」（前掲書《注１》

），409～412ページ。

１０）１８８５（明治18）年のコレラのために，

高島では坑夫3,000人のうち875人が死亡し，ま

た翌年の天然痘では，‘患者299人のうち死者９９

人を出すという高い死亡率であった（高島町制

30周年記念史編纂部会編「高島町政30年の歩み」

高島町役場，1978年，199ページ。）。当時の

生活環境衛生の劣悪さは，その後の「高島炭鉱

問題」の伏線の１つでもあった。

１１）松）宅兼治編「高島町文化史」高島町

役場，1949年，２１～22ページ。

１２）三菱鉱業「高島……』（前掲書《注

１》），169～171ページ。
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，1988年２月１７日）。南大夕張砿への再雇用に

ついても，石炭情勢の厳しさを理由に，結局反

古にきれてしまった。

２５）高島町・同町議会「高島砿業所閉山

に伴う事後対策に関する要求引彗』1986年11月，

３ページ。

２６）別の資料によれば，1985年度につい

て，町の総ﾌ火道使用量1,666千ｍ3に対して，砿

業所使用量1,063千ｍ３（全1本の63％），砿業所

社宅１０２千ｍ３（24％），計1,465千ｍ３（87％）

と推計されている（高島町「高島炭鉱閉山の…

…』《前掲資料，注18》，１９ページ。）。しか

し，この推計は，町と砿業所との契約による社

宅の基本水道料と，社宅数をもとにはじき出し

たもので，根拠としてはかなり薄弱である。

２７）高島の場合，一般用の水道>料金は基

本量８，３まで，１戸または１事業所について

lか月810円（１，sに換算すると101円），こ

れを超えると超過>料金182円／ｍ３となっている。

家族４人の標準世帯の場合，少なくとも基本量

の３～４倍は使用するであろう。一方，砿業所

の負担分の場合，１か月64,000,3まで6,698千

円（１，３に換算すると105円）を基本とし，こ

れを超えると一般用と同じ超過料金（182円／

ｍ勺を支払うことになっている。閉山前まで

は，通例砿業所の水道使用量はlか月12万ｍ３

以下であったので，超過料金を支払うべきｲ吏用

量は全使用量の１／２以下であったと推計され

る。高島では，水道料金は使用量の増加に伴う

i屋増料金制をとっていなかったことをも加味す

れば，炭鉱企業に対しては，一般住民より相当

有利な料金体系になっていたと言えよう。

２８）前川尚美・臼井守・小ﾉⅡ徳治『地方

税〔各論Ｉ〕」ぎようせい，1978年，208ペー

ジ。

２９）国土地〕浬院の計測によれば，高島の

全地積は149万㎡である。これに対し，たとえ

ば閉山時の1986年度についてみると，固定資産

税の課税地積は高島町全体で57.6万㎡（うち，

50.7万㎡が砿業所分）であった。したがって，

非課税地/積は差引き91.4万㎡となるが，このう

ち61.9万㎡，すなわち全地積の41.5％もの広大

な面積の土地が，課税上，不明地であった。こ

の不明地分を，かりに課税地積に占める砿業所

分の比率（88％）で按分し，これを炭鉱分とす

れば，不明地のうち54.5万㎡，すなわち炭鉱企

業の課税地積50.7万㎡を上まわる土地が，不明

地として，企業に課税されぬまま実在していた

と推定きれる。

３０）自治省財政局編『地方財政のしくみ

とその運営の実態』地方財務協会，1987年，２０

９～210ページ，自治省税務局編「地方税制の現

状とその運営の実態』地方財務協会，1987年，

５１２ページ。

３１）資源エネルギー庁石炭部『我が国石

炭鉱業の現状」1986年11月，２ページ

３２）租税減免措置による減収をtaxexpe

nditure（タックス・イックスベンデイチャー

：租税経費）という概念で，税制を通じて支払

われる「隠れた経費」，ないしは税制面からの

－う種の補助金（「裏口の補助金」）として明示

的に主張したのは，SuxTey・StanleyS.,Ｐ

ａＺｈｗａｙＳＺｏＴｍＲｅｙｂｒｍ，CambridgeMA：Har

vardUni-versityPress，１９７３，であるが，

プレイクとベックマンは，同じ問題がすでに19

65年にウオルフマン（BerTaIdWolfman）によ

って議論きれていたと指摘している（Break，

GeorgeEandPechman，ＪｏｓｅｐｈＡ.，Ｆ

ｅａｅｒａＺｎ［Ｒｇ/１つn7u．WashingtonＤＣ．：

TheBrookingsInst.，1975,ｐｐｌｌ－１Ｚ.）

・サリーの冒晉作の紹介とその後の経過をふまえ

た詳しい検貫寸については，小林威「タックス・

エクスベンデイチャの生成と動向」（大jIl政三

・佐藤博編著『準公共財の財政理論』多賀出版，

1984年）を参照。

なお，本稿では，鉱山税の場合のように，税

制上だけでなく，税務行政上の実質減免税によ

る減収分をも広い意味でのtaxex-penditure

に含めた。もちろん，本来の税制上のtax

expenditurcと税務行政上のそれとは，概念的

には厳密に区別されるべきである。前者は，税

制上の減免税による合法的な租税減収であるの

に対して，後者は，税務行政上の非合法な租税

減収に他ならないからである。しかし，ラifljfji減
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３３）三菱石炭鉱業(株)高島砿業所「現状

及び要望について』，６ページ，三菱鉱業「高

島……」（前掲書，注１），465～466ページ。

３４）「三菱石炭の高島発電所五月末廃

止を通告」「朝日新聞」，1989年４月１１日。

３５）1986～89年度の間に，砿業所の課税

地積は，50.7万㎡→43.9万㎡へと，6.8万㎡

（13.4％）減少した。

収を享受する納税者のサイドからすれば，それ

らは合法・非合法を問わず，結果としては一種

の補助金（「裏口の補助金」）としての性格を

有している。しかも，鉱山税のように，課税標

準である山元価格が炭鉱企業から公表されず，

また公的にもそれが義務づけられていない状i兄

は，制度という形式をとらない社会的制度化で

あるとも考えられるので，ここではそれをも広

い意上味でのtaxexpenditureとした。
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図４－１高島の土地所有区分

(資料）高島町「高島炭砿閉山の場合の影審調」1986年５月，７ページ。

表４－１石島町水道事業の主な鰹偉

巾円内容 京葉何

千円

310,000

年月
－

１９５７．１０ ･三和町の為石．」ニルノ首，111原をﾉkilIHに取水

･高島に５k､，端島に6.5km６２本の海底送水符布設

.〔節１次拡張〕鹿尾川～為石河水Tf布設

．〔城２次拡張〕7Ｍ期～中継柄送水符布設

．ＣＷ３次Ｍ股〕京太郎ﾉＭｉｉ池完成

.〔朔４けく拡扱〕為石貯水池完成（貯水能力１０万トン）

三軒町配水池・配水管墹設

金堀配水池墹設

・為石7Ｍ〈場排水処印施設

・海底送水TWW設待

同上A１Ｍ五面魂１回（'71）

輔２回（'76）

（'１，計）

・配水fWW設待,電気設術改良工獅他

７
０
０
８
３

１
１

２７，３００

１５，０００

４，４７８

209,956

１７，１５０

９，１５０

２７，６１２

605,565

１３．７００

１１，７６０

(1,251.671）

１８，５１０

１，２７０，１８１

'９６０．

１９６５．

１９６６．

１９６８．

１９６９．

1９７７．１０

１９７８．５

１９８７～８

｛
１

／
ｆ

計

(資料）高島町「町政30年ひ)歩み」1978年，〔年炎〕，高島町「水j直りW業決算認」各年

度より作成。
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表４－２産業別就業者と炭鉱関連就業者の割合（高島町，1985年）

区分 就業者数(A） 炭鉱関連就業者数(B）

湯(%）産業

第１次産業

漁業水産養殖業

第２次産業

鉱業

建設業

製造業

第３次産業

卸.′小売業

飲食業一

金融保険不動産業

運輸・通信業

サ－ビス業

公務他

合計

１７６９ １，７３８ 98.2

100.0

７４４

１００．０

67.1

100.0

100.0

1．６２３

１２１

２５

6１．４

４．６

０．９

1，６２３

９０

２５

69.8

３．９

１．１

226

６７

226

６７

２６

７３

３７２

１１２

８．５

２．５

1.0

２．８

１４．１

４．２

9.7

2.9

２．３

１０．４

５４

２４１

74.0

64.8

２３２６ 87.9

(注）炭鉱関連就業者数は，「炭鉱従業者，請負従業者，炭鉱への資材納入業者・石

炭輸送業者等炭鉱と密接不可分の経済活動（総売上額の概ねｌ／３以上を依存）

を行っている企業の就業者及びそれら（含家族）にその経済活動，日常生活上

必要な財，サービスの相当程度（総売上額の概ねｌ／３以上依存）を供給して

いる企業の就業者」という定義による推定値。

(資料）高島町「石炭鉱業の地域経済社会における役曹１１に関する調査」（資源エネル

ギー庁，委託)，1986年４月。
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表４－３炭鉱の地域・自治体に占める位置（1985年度）

区分 総人口

斥燕imHiiiWi
税収

比率
炭鉱名 うち炭鉱関係

％
｜
別
別
一
Ⅱ
｜
皿
妬
別
泌

所在市町

三菱高島

松島池島

ニハー三池大牢[H市l）

芦別市’三ノト芦別’０８４

伽ｌｌｌＩ
Dii灘

Ｃ

１１WⅢ|Ⅲ|Ⅶ|〃 3９

(i:|Ⅲ:|':|,lllI

５
兜
一
Ｍ

０
ト
ー

ニ
ニ
ロ

ム
ロ

(注）（１）ａ…長崎県，ｂ…福岡県．ｃ…北海道

（２）「鉱工業出荷額比率」及び「税収比率」は，それぞれに占める炭鉱分の吾'｜

合（％)。ただし税収には，炭鉱従業者の個人住民税し算入されている。

(資料）『日本経済新聞』1986年11月１３日。資源エネルギー庁調べ。
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表４－４石炭鉱業と他産業との関係（高島町） (贈位：筒所．人，万円）

うち炭鉱関係

,B，「石~嚢~'715~庭

区分

鳥Ⅲ|鮎直接 '１，接関係産業

百J
ｒＷ業所数

従業者数

出荷額

４

２３

６，３７１

５

２５

６，６１２

３ 80.0

92.0

96.4

川
川
川
一
Ｍ
Ｍ
刷
一
川
・
川
Ⅲ
｜
Ⅲ
川
川

製
造
業
一
理
投
業

１６

４，１６９ 2,202

亦業所放｜筒所

\薬事者:|余 Ⅲ,１１Ｍ
４

１２１

５１，１４５

80.0

89.0

29.9

０

０

０

1１１１
獅業所数

従業老数

版売額

112

286

３２

1１２

２８６

ＮＢ

５

４６

ＮＢ

１０７

２４０

ＮＢ

100.Ｏ

ｌＯＯＯ

ＮＢ

（
含
飲
食
店
）

商
業

潅麗|電
＄±‘､1m

５

７３

４９，５８６

４

６６

１９，０７５

100.0

100.0

100.0
還
送
業

３

７３

４９，５８６

７

３０，５１１

（注）（１）1984年度の救値。

（２）ＮＢは数値不明。

(資料)「石炭鉱業の地域経済社会にお(ナろ役畜Ｉに関する調査」（高Jnj町，外海町)，１９８６

年。
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表４－５閉山による事業所数と就業構造の度化 (単位：箇所，人，％）

区分 増

詩
…

1989.6.30現在
(椎計）

1986.7」現在

(獅雅所統計）
実数

産業分頬

拡鷺

翅設捻

製造党

（′l、計）

電気・ガス・水道打藁

運備・通信鷺

卸小売業・飲食店

金融・保険鴬

不動．産業

+ナービス業

公勝
△
ロ

(注）（１）1989年６月30日現在の鉱業は，三菱石炭鉱業高島事務所５名（男２，女３)。

（２）上記調査以外の事業所等（1989年６月30日現在)。

①漁家数２８戸

②閉山後立地した事業所

菱高開発(株)11名（男10,女ｌ），高島興産(株)２名（男２），（株)シーテヅク

ス11名（男９，女２），(株)高島久松31名（男16,女15)，シンコー物産㈱３７

名（男１１，女26)，（株)高島グリーン・ファーム２名（男２）。

合計９４名（男50,女44）

(資料）高島町調べ。
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表４－６炭鉱閉山後の醗致企業．新規立地企業の概要

岡要
株 主

Uiilnl）

設立
(年.月）

事業内容

企勇名

三菱iKXセメント(侭）1,000

三菱石炭肛業(偶）1,000

(181大石IＵＬＯＯＯ

コンクリートブロック￥

セメント２次91品，生コ

ンクリートのQl造、売

乎

１１

(男10．女１）
1．菱高開発(lＵ 3,000 1986.11

三憂拡某セノソト06）５００

三菱石炭鉱其(､）５０Ｏ

高島町５００

魚介廟(当面ヒラメ)の茂

ｉｆ加工及び駈売￥

２

(男２）
2．高島関産(仇） 1.500 1987.1

生物系特定産藁伎in研究推進

M1膚18,900

三菱グループ141ｔ７，Ⅲ

長崎県８０O

高島町８００

未開発高M1魚の成熟，産

卵抑制技術の開発，未開

発高111魚の種苗生産シス

テムの開発，費用生産管

理システムの開発

Ⅱ
Ⅱ

４
５

７
１

２
７

１１

(男９，女２）
３．１，ルーテソクス 1987.4

4．Ｍ１島ス柾 19886lnl久松 馬具一式の製造(脚Ｗ）

阿関動産(偶）3,000

1Ｉ')111下冷凍設備製作所1.00Ｏ

壱岐ホ産(隣）ＬＯＯＯ

缶詰，水産物加工，養魚

用飼料製造駈売

３７

(男１１，女26）
5．シソコー物産(柱） 1988.115,000

三菱匝蔦セメソト(柱）５００

三菟石炭砿業(侭）５００

場関開発(侭）２０Ｏ

高島町５００

２

（男２）

(20名予定）

風産物生産･雨売(当面

とまとハウス虹培）
1989.46．（nlRi鳥グリーン

ファーム

1,700

(注）（１）1989年６月末現在。

（２）資本金の（）内は，1990年度子定。

(資料）高島町「高島町の概要｣，1989年６月，他による。



４炭鉱閉山と地域経済・自治体財政１２９

鞭
６

汀

４

３ ｈｌ
ｈ＝。

２

、に

１９８６１９８７１９８８１９８９

１１１２１２３４５６７８９１()ｌｌｌ２１２３４５６７８９１０１１１２１２３４５

（閉山１年後）（閉山直後）（閉山２年後）

図４－２閉山後の人口変化

(注）各月末現在人口。

(資料）高島町「住民基本台帳」より作成。
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表４－７企業側と町との「協定＝」及び町の「要求=」との比較

「脇定曾」 「要求訶」

閉山後の地域振興を図るための資金を

交付されたい。

項Ｕ～

①地域振興

資金

三菱側は，永年の炭鉱操業への町の協

力と閉山に伴う諸問題への町の協力と負

担を勘案し，今後の町の自立的発展のた

めに「地域振興資金」として10億円を差

剛る。

①企莱誘致 三憂側は.町への企蒐誘致に野力する。 三菱企某グループの川正において企業

誘致の喪現を図ろ。町の要求により，資

金的援助を含めてその堀藁内容に参加す

ること。

炭鉱雄殿肴及び関jili下鋼従業員，一般

町民の再就職斡旋には，三菱企業グルー

プの州[において万全を期すこと。

①離職者対

策

三菱側は，本鉱の就職斡旋には国，県

の協力を僻て誠意をもって房力しまた

下diliWl夫と一般町民の就職斡旋には，雇

用王及び国，県，町に協力する。

①社有地に

ついて

企業誘致や町有施設に必要な社有地は

協訊の上．町に無償譲渡又は貸与する。

しかし，将来三菱0Mが必要とする場合に

は，町はその土地を無償で返還する。

社有地については，町が開発振興を図

ろため，基盤整備を実施する場合，町が

必要とする土地を無償譲渡すること。

①不用構築

物の撤去

①社宅

不用柵築物は撤去するが，その範囲に

ついては別途協議する。

不用炭住及び不用構築物を企業の責任

で除却する。

砿業所が一般住民に貸与している住宅

を解体する場合，その入居老退去には，

砿業所が責任をもって対処する。

砿業所関係の水道使用畳は，社宅入居

合意期間は，従来の方式により砿業所が

納入する。

浴場は．閉山後も砿業所が運営された

い。砿業所が運営を終了した場合，町が

必要とする敷地，建物，設備を無償頚渡

し，かつ機械設備等を更新する。

護岸造成工業とボクによる埋立てを早

期に実施する。

今後とも砿業所において責任をもって

安定絵供し，電力料金を一方的に値上げ

しない。

社宅に居住する一般町民については，

家屋解体に伴って入居者を退去させ，町

は必要に応じて町営住宅にうけいれる。

⑦水道 111k乗所の水道料金は．閉山後１年間に

限り，従来の方式で支払う。

①環境衛生 浴場は．閉山後１年間に限り運営する

が，社宅集約に伴い浴場も集約する。

①公有水面

埋立

⑩芯力

県関係部と打合せ，対処する。

炭鉱発電所は残画するか，発屯分は九

州電力に売電し町民への電力供給は九

電が行う。

(資料）三菱鉱業セメント催)・三菱石炭鉱業(株)・高島町「協定書」1986年11月27日。

高島町・同町議会「高島砿業所閉山に伴う事後対策に関する要求書」1986年

１１月。
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表４－８高島砿業所関連財政支出の状況（1980～87年度累計）（単位：千円，％）

支出

事業Ｈ｢ii7i再iim蔓TF雨巨i；
ｉｎ 琴

区分

(1)亥記以外に，８２，８３年度から86年度まで

8Ｍｍ，計２iERの町一般会計から矼

蜥へのif什金がある．

(1)石炭鉱党熈営安定助成捕肋(UPL）

(2)同上（町）

(]１石炭鉱其就職奨励金

(o)炭鉱下放・行事乎禰助

（計）

51,000

114,124

32.550

15,003

212,677

46.000 ５，０００

１１４，１２４

３２．５５０

15.003

166,677

１１
７
１
テ
ロ
山
吠
齢
“
吾
釆
船
叩
牽
成

46,000

(5)基且堕備'2）

'6)ホ、禰鷺']’

①jkHilE設

①一般会計からの農'１１

（計）

80,357

391,074

14,858

376,216

471,431

39,490 40,867

391,074

Ｎ,858

376,216

431,941

(2)県道高島IH負担金，高島港海岸保全局部

改良伺担金ｘ鮒（Ⅲ繋所分＝肋船偲ト

ン政ｘ95％÷入港歴トン粒)，町道中II

WiNIIHなど。

(])一般会計からのWi助金・側担金ｘＯ９

（Ⅲ某所、担分）として膳↑．

(ｲ)、i所武道厘WilFWi肌助帝会阻．体育

娯楽センター補修工事など。

(5)1980年度に町一IR財源により所病院を建

設し，砿某所に貸与．８２年度から病院事

業として町にＢＴ．

(6)一般会計から病院卓纂会計への支出金．

補助金ｘ0.7（砿藁所,）として推計｡

(7)鮒８次石炭政策による閉山阻止対領．

Ⅱ
産
蒐
基
且

39,490

(7)勤労９用施設駐I、解体'４１

(0)'１，規模炭住地区改良.ｈ旧し

(9)病院事其'５１

①病院蝋駐I、

①-09会計からの曝出'６１

（計）

４４，７１８

952.709

696,452

340,676

355,776

1.693.879

イイ,718

369.708

696．ｲ5２

340,676

355,776

1,110.878

Ⅲ
生
活
基
且

583,001

583,001

('柘炭政箭対箭騒日'71

0112朽炭住除印

(I力閉山に伴う施設改悔･変更･撤

去８１

(１ｺバス路媒補助(９１

('4)'１，視模企業娠囲融資

（'１，計）

31,372

66,289

31,372

110,858

知
川

４
３

４

Ⅳ
閉
山
対
麗
卓
藁

(8)公共施設受電設備散l矼事．浴湯改ＩＦ工

事（4ヶ所）など．

(9)補助金と１１別に，バス会社への賃|↑金１２

百万円がある。

143,781 1ｲ0,781

3,858

20,000

309,869

3,858

20000

262,30047,569

(１，町活Ｉｔ化対策''０１

(１０企業誌Ｂｉ・撮円対箭

(11新会社出資金津

（'１，計）

(101洞艦;碑。14,687

12,98イ

イ4,Ⅲ

71,679

14,687

12,984

44,000

71,679

381,5ｲ８47,569３３３９７９

2,759,535716,0602Ⅱ043,475

１５０4１１１８

(計）

2,759,535 町剛担，／pT-鮒鮒額

＝2,04Ｍ75÷9,840,800xlOO＝208％

計
△
ロ

町普通会ｉｆ鼠出Iこ占める割合％

(資料）高島町「決算雷｣，「決算に関する説明書｣，「水道事業・病院事業決算悪｣，「港

湾統計」等から作成。
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表４－９ＮＭＢ砿業所関連財政支出（町純負担分）の推移 (単位：百万円，％）

年度 △
ロ

計
一
Ｍ
｜
川
一
Ｍ
一
Ⅲ
｜
Ⅷ
｜
川
一
Ⅲ
｜
川
一
Ⅲ
｜
加
一
Ⅲ

〆

①基硬整備

２水道事業

Ⅲ生活基盤

①炭住改良等

２病院事業

N閉山対策事業

Ｉ閉山処理

①振興対策

△計ロ

(吋町－１９財陳．％）

(資料）前表に同じ。

表４－１１町税に占める炭鉱分の割合（1980～87年度累計） (単位：万円，％）

〕０．０

)０．Ｃ

８９．tＩ

(注）決算額てある。

(喬料）高島町「決算状況｣，「税務統計資料」各年度，「石炭鉱業の地域経済社会に
おける役割に関する調査」1986年４月，等より作成。
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表４－１０水道事業の損益収支 (単位：千円）

年度
8８

区 分

営挽収益

営業外収伎

うち他会計繰入

特ＦＩｆＩｌ伎

計（Ａ）

184,739

43,824

43,423

2

228,565

258,914

44,874

４１，８９４

225

304,013

246,225

５４，８１９

46,993

123

301,167

202,001

47,378

４６，８１４

27,318

276,697

102,036

91,309

91,018

22,403

215,748

30,119

78,435

78,267

7,586

.116,140

163,994

72,254

58,341

27,079

23,401

1,297

192,370

△133,875

△76,231

△130.251

２７５

７５１

１８４

５０３

１６３

1,045

収
益
的
収
入

営党通用

うち給与.商

減価償却何

営業外面用

うち支払利息

特別禍失

計（Ｂ）

240,804

111,881

５Ｍ8１

31.043

28,960

24

271,871

246,582

114,738

53,307

35.228

30,486

2,783

284,593

271,182

127,339

52,893

29,453

２５，８４４

32

300,667

252.878

127,444

５８，７２８

32,083

２６，１２４

18,268

303,229

223,636

８５，５２６

58.236

28,471

24,663

27

252,134

収
益
的
支
出

営業損益

純損益(A)－(B）

県闘欠損金

田水量（kｍ]）

１人１日平均（１）

有収水量（kｍ]）

１人１日平均（１）

供給単価（円／㎡）

給水原価（円／､】）

△4３８２０ △21111 △１２１９２ △17,634 △54020

1,708

712

1,689

７０４

１，８６３

782

1,793

７５２

10750

７７６

１，７２５

７６５

1,539

1,321

1,481

1,271

657

1,024

５７８

９０１

(資料）高島町「水道事業決算書，及び付属書類｣，各年度より作成。
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表４－１２町税と炭鉱税収分の推移と変化 (単位：％，万円，指数）

年度

伐
爪
２
０
２
２
４
２
減
２

率

△
△
△
△
皆
△

△
△

△
変

うち

炭鉱分

うち

炭鉱,

うち

炭舷,

うち

炭鉱, ⅢMH，
うち

炭拡，

うち

炭鉱分区分、

町民税

（個人）

（法人）

固定箇産税

偲自動車税

たばこ消費税

電気税

鉱山税

郁市計画税

45.4

43.3

2.1

21.0

０．５

６．７

1.5

22.6

２．３

(003） (0.1）48.7

44.4

4.3

20.6

０．４

７３

１．５

１９９

１．６

(0.02） (0.1）46.5

42.8

3.7

27.6

０．５

Ｍ

1.5

15.8

１．９

52.6

ｲ9.9

2.6

26.9

０．５

６．１

1.5

10.5

２．０

56.2

530

3.2

33.2

０７

４．６

１．９

０

３．４

(0.2） (0.3）37.6

29.1

8.5

48.1

0.8

５．５

２．４

(００３）

(18.6）

(0.1）

(25.0）

(0.02）

(17.8）

（0.1）

(23.9）

（0.2）

(286）

(0.3）

(39.9）

（1.5）

(22.6）

(2.2）

(1.5）

(19.9）

(１５）

（１５）

(15.8）

（1.7）

（1.5）

(10.5）

(1.7）

(1.9）

（０）

(２９）

(2.ｲ）

5.6 (5.2）

△
ロ

計

(万円）

(伸び，指81）

(注）（１）構成比である。炭鉱分の（）の中の数値は町税合計に対する炭鉱税収分

の構成比０６)て内数。

（２）合計欄の「伸び」は，1980年度を１００とする墹減の指数。

(資料）前表に同じ。



４炭鉱閉山と地域経済・自治体財政１３５

表４－１３固定資産税の内訳の推移 (単位：千円，％，指数）

NLI

(注）（１）（Ａ）の指数は，1984年度を100とする各年度の増減率。

（２）各年度右欄の（）内は，構成比（％)。

(資料）高島町「税務決算統計」より作成。

Ｉ

三
且
上

“
地
一

翅

１９
●

０２１

物
一
償
却
暫
産
一
合

１０Ｎ０

１１
８
口

1984 8５ 8６ 8７

炭拡９(A）

町合:|（８）

(A)／(BX%）

(A)の指孜

句
５
Ｊ
ｎ
Ⅲ
Ｕ
ｎ
ｘ
Ｕ

ｎ
Ｊ
』
句
Ｊ
０
。

△
勾
甲
、
Ⅱ
ｖ
ｎ
ｍ
Ｖ

０
０
ｎ
ｕ
Ｊ

公
ｈ
Ｕ
旬
Ｊ
１

００１

(5.8）

7,256

7,987

90.8

1１３

(6.8）

２
９
０
７

４
１

０
０

８
９

５
●

Ｉ９

１３１

(7.9）

7,929

8,738

90.7

123

(10.6）

６
０
６
３

８
Ｊ

７
８

６列

５１１

炭鉱９(A）

町合;|(B）

(A)/(8)(Ｎ）

(A)の指8１

５
２

２
０
２
７
０
０

４
６

４
４

７
■

４９

００１

(38.4）

45,090

47,737

94.5

１０２

(405）

７
０
４
７

９
８
０
０

４
７

４
４

９
●

３９

２０１

(41.2）

１
９

８
１
３
８
０
０

４
７

４
４

８２９
Ⅱ

(57.9）

39,310

ｲ2.647

92.2

8９

炭砿分(A）

BT合計（８）

(A)/(8)(Ｎ）

(Ａ１の指fｉ

５
８
４
８

５
７
９
０

２
７

６
６

３
●

２９

００１

(55.8）

56,652

62,083

91.3

9１

(52.7）

49,860

59.019

84.5

8０

(50.8）

18,824

26,099

72.1

3０

(３１．６）

７
４

６
４
５
４
０
■

６
３
１

８
１

●
□
■
■
■
■

８４

炭鉱分(A）

町合:f（８）

(A)/(B)(%）

(A)の指放

113,193

121,560

93.1

100

(100.0）

108,998

117,807

92.5

9６

(100.0）

ＩＯＭ09

116,068

88.9

9１

(100.0）

４
６

３
５

１
６
０
０

１
２

７
８

１
３
・
６

６８

(100.0）

３
５

４
２
２
２
０
０

３
４
５
６

９
７
．
Ｉ

２８
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(単位：万円，％）表４－１４砿業所税収の町財政収入への寄与度

区分 地方交付税調整後

の純収入増加額

粗収入額

(1980～87年度累計）収入

（１）町税収入累計額（万円）

(2)町一般財源累計額（万円）

(3)砿業所からの税収額（万円）

①都市計画税以外の税収

①都市計画税

小計（①＋①）

(ｲ）砿業所税収の財政収入寄与度

対町税収（①＋①/(1)）

対町一般財源（①＋①／(2)）

293,340

984,080

117,512

５，３５４

１２２．８６６

29,378

5,354

34,732

41.9％

12.5％

11.8％

3.5％

(資料〉表４－１６に同じ。



４炭鉱閉山と地域経済・自治体財政１３７

表４－１５閉山後の財政収入の蛮化 (単位：万円，％，指数）

年度 1984 1986 1987 1988

区分 指数

３０

３０

９９

１８９

１２９

１０４

１３１

477

34,388

皆増

61,539

13

１７３

１７１

１６９

５４５

地方税

うち炭肛分

地方調テ税

地方交付硯

'１，計（一般財原）

国巌支出金

県支出金

財産収入

寄什金

うち炭鉱分

膜入金

話１１Ｚ入

地方債

合計（その他共）

〔再掲〕炭肛分

（調整後）

45,200

2Ｍ80

８４７

74,699

120,766

５
２
４
５
３

０
●
■
●
●

－
０
０
５
７

２
１

３
５

Ⅱ
〃
〃
〃
〃

０
１

43,189

16,287

７８３

88,694

132,667

17.2

６．５

0.3

35.2

52.7

9６

７６

９２

１１９

１１０

２４，851

ａ243

819

107,993

133,663

７．６

２．５

0.3

32.8

40.6

５５

３８

９７

１４５

１１１

５
１
６
６
７

５
７
３
７
６

３
３
８
１
３

０
０

０
０

３
６

１
５

１
４
５

１
Ｉ

３．７

１．８

0.2

39.2

43.1

147

４．６

１．６

０．０

30,985

9,754

8,472

９３

19,567

9,539

5,277

42,928

40.000

６６１

２７４９４

3,580

７．８

Ｍ

2.1

17.1

15.9

0.3

10.9

１．４

６３

９８

152

46,159

皆燗

５３３

１１７

２９

８．９

３．６

４．６

８．９

8.3

21.2

０．９

５．９

４
９
１
５
０
１
７
０

６
０
９
２
０
９
６
６

５
３
９
４
０
０
９
７

０
０
０
０
０
０
０
０

４
９
５
３
０
５
－
３

３
３
３
９

５
８
８
２
１
９
６
１

●
●
●
●
０
０
●

０
２
１
０
９
８
０
１

１
１

２

１１２

９５

173

35,941

皆増

76,686

８

３０

32,102

12,809

16,575

31,981

30.000

76,308

3,069

21,430

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

124

23,535

12,400

０１

１１．２

５９

llLll

■〃〃。

(注）（１）「構成比」は96,「指数」は1984年度を100とする各年度の増減率。

（２）炭鉱分の「調整後」は，表19の右欄と同じ方法で求めた調整値。

(資料）前表に同じ。
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更収入・支出

億円）

Ａ増加
22億3,300万円所

－
差
引
Ⅱ
億
８
，
６
０
０
万
円
‐
山

|Ｉ
2０

介柵
(13億4,700万円）
Ｆ－－－－－－－－－－－つ

1５

目
支

実
支
出

20億4,300万円

(企業関速支出）１１０億4,700万円Ｉ

l０Ｉｉ １ ７億円

(奮輪億円）
名
目
収
入

出

実
収
入５

’億9,000万円：
■■■■■■■■■■■

０

(鵬800万円）
〃〃〃'Ｚ

;(粥IWiII鰐１

:５億7,000万円8億8,100万円
－５

(収入） (支出）－１０

図４－３炭鉱企業と自治体との財政収支

（1980～87年度累計）


